
 

第2号様式(第6条関係) 

処分基準整理票 

処分の内容 転院の措置 

根拠法令及び条項 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

19条第5項及び第20条第3項、第46条第3項 

処
分
基
準 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※処分基準を公表する場合のみ記載すること。) 

法第19条5項（抜粋） 

都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第1項又は第3項の規定によ

り入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であ

って当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

法第20条3項（抜粋） 

都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院して

いる患者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて、当該患

者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と

認めるものに入院させることができる。 

法第46条3項（抜粋） 

都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院して

いる新感染症の所見がある者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期

間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道

府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

処分基準 

設定年月日 
平成25年 4月 1日 

処 分 基 準 

最終変更年月日 
平成 年 月 日 

所管部署         健康部 保健所保健総務課 

備考  

注 処分基準が法令に具体的に規定されているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨

及び当該法令の定めを処分基準の内容欄に記載すること。 


